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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼眼底の検査位置に検査視標を投影して眼底の検査を行う眼底検査装置であって、
　被検眼に呈示して誘導するための固視標を形成する固視標形成手段と、
　被検眼眼底に対する検査視標による検査位置を設定する検査視標設定手段と、
　該検査視標設定手段にて設定された前記検査位置に対応する被検眼眼底の検査位置に前
記検査視標を投影可能な視標投影手段と、
　前記固視標形成手段によって形成される前記固視標の座標と前記検査視標設定手段によ
り設定される前記検査視標の座標に基づいた前記固視標に対する前記検査視標のラジアル
方向の距離に応じ、該ラジアル方向の距離が相対的に近い前記検査視標の投影径に対して
相対的に遠い前記検査視標の投影径が大きくなるように前記視標投影手段を制御する制御
手段と、
　を備えることを特徴とする眼底検査装置。
【請求項２】
　請求項１の眼底検査装置であって、
　前記検査視標設定手段は更に、眼底上での検査位置及び視機能に関する細胞の種類に応
じて前記検査視標の投影条件を設定する眼底検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、眼底に検査視標を投影して検査を行う眼底検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　眼底検査装置として、患者の眼底を撮影する撮影部を備え、撮影部で撮影された患者の
眼底に視野検査用の視標を投影して、患者の応答に基づく視標の明度識別閾値を得る視野
検査を行うものが知られている（例えば、特許文献１参照）。この種に眼底検査装置は、
得られた眼底像から視神経乳頭や視神経線維束欠損が観察され、視野計の測定結果から患
者の光感受性が定量化されることで視機能を評価でき、緑内障等の診断に役立てられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－３６２７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで患者の眼底（網膜）に含まれる視細胞は、一般的に眼底中心部（黄斑部）が密
であり周辺部に到るに従い疎となるため、眼底中心部は刺激視標に対して検出される閾値
が高いのに対し眼底周辺部は閾値が低くなる傾向にある。
このため、従来技術のように眼底中心部と周辺部に投影される検査視標のサイズが同じで
あると、刺激視標に対して含まれる視細胞の数が変わることになり、特に眼底中心部にお
いて視機能感度の低下を検出しづらくなる可能性がある。
【０００５】
　本発明は上記従来技術の問題点に鑑み、眼底の視野検査を精度良く行える眼底検査装置
を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００７】
　被検眼眼底の検査位置に検査視標を投影して眼底の検査を行う眼底検査装置であって、
被検眼に呈示して誘導するための固視標を形成する固視標形成手段と、被検眼眼底に対す
る検査視標による検査位置を設定する検査視標設定手段と、該検査視標設定手段にて設定
された前記検査位置に対応する被検眼眼底の検査位置に前記検査視標を投影可能な視標投
影手段と、前記固視標形成手段によって形成される前記固視標の座標と前記検査視標設定
手段により設定される前記検査視標の座標に基づいた前記固視標に対する前記検査視標の
ラジアル方向の距離に応じ、該ラジアル方向の距離が相対的に近い前記検査視標の投影径
に対して相対的に遠い前記検査視標の投影径が大きくなるように前記視標投影手段を制御
する制御手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、眼底の視野検査を精度良く行うことができる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態を図面に基づき説明する。なお以下では、眼底観察及び撮影と、眼底
の視野検査を一台で行える眼底検査装置を例に挙げて説明する。図１は眼底検査装置の外
観構成図である。図２は眼底検査装置の光学系及び制御系の説明図である。
【００１０】
　図１において、眼底検査装置１は、基台１ａと、基台１ａに対して左右方向（Ｘ方向）
及び前後（作動距離）方向（Ｚ方向）に移動可能に設けられた移動台２、移動台２に設け
られた駆動部６によって患者眼（眼）Ｅに対して左右方向（Ｘ方向）、上下方向（Ｙ方向
）及び前後方向（Ｘ方向）に移動可能に設けられた撮影部（装置本体）３、患者の顔を支
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持するために基台１ａに固設された顔支持ユニット５を備える。なお、撮影部３の内部に
は後述する光学系及び制御系が収納される。
【００１１】
　撮影部３の検者側には、ジョイスティック４、コントロール部７ａ、モニタ８が設けら
れている。ジョイスティック４は眼Ｅに対して撮影部３を相対移動させるために用いられ
る。ジョイスティック４が傾倒されると摺動機構によって移動台２が基台１ａ上をＸＺ方
向に摺動し、ジョイスティック４の側面に設けられた回転ノブ４ａを回転すると撮影部３
がＹ方向に移動する。なおジョイスティック４の頂部のスイッチ４ｂは眼底像の撮影動作
のトリガ信号入力に用いられる。コントロール部７ａは、各種撮影・検査条件等の設定に
用いられる。コントロール部７ａとしてはマウス、キーボード、タッチパネル（モニタ８
に取り付けられる）等の周知の入力手段が用いられる。モニタ８には眼Ｅの観察・撮影画
像の他、各種検査結果が表示される。例えば、モニタ８には眼底観察画面、前眼部観察画
面、視野検査画面等が表示される。
撮影部３の患者側には、患者に装置内部を覗き込ませる撮影窓９、眼（網膜）の視機能検
査時などに患者が応答信号を入力するための応答ボタン７ｂがある。
【００１２】
　図２の光学系は、照明光学系１０、眼底や前眼部等の観察・撮影をする観察・撮影光学
系３０、眼底にフォーカス指標（フォーカス指標）を投影するフォーカス指標投影光学系
４０、患者眼Ｅの視線を誘導する固視標と各種検査視標を呈示する視標呈示光学系７０か
ら構成される。
【００１３】
　＜照明光学系＞　照明光学系１０は、撮影照明光学系と観察照明光学系を有する。撮影
照明光学系は、可視光束を照射する撮影光源１４、コンデンサレンズ１５、リング状の開
口を有するリングスリット１７、リレーレンズ１８、ミラー１９、中心部に黒点を有する
黒点板２０、リレーレンズ２１、孔あきミラー２２、対物レンズ２５を有する。
観察照明光学系は、近赤外光の光束を照射する照明光源１１、近赤外光を透過する赤外フ
ィルター１２、コンデンサレンズ１３、コンデンサレンズ１３とリングスリット１７との
間に配置されたダイクロイックミラー１６、リングスリット１７から孔あきミラー２２ま
での光学系と、対物レンズ２５を有する。
【００１４】
　＜観察・撮影光学系＞　観察・撮影光学系３０は、眼底観察光学系、眼底撮影光学系、
前眼部観察光学系を有する。眼底観察光学系は、対物レンズ２５、孔あきミラー２２の開
口近傍に位置する撮影絞り３１、光軸方向に移動可能なフォーカシングレンズ３２、結像
レンズ３３、跳ね上げミラー３４を備える。跳ね上げミラー３４の反射方向の光路には、
赤外光反射・可視光透過の特性を有するダイクロイックミラー３７、リレーレンズ３６、
赤外域に感度を有する観察用の二次元撮像素子３８が配置され、赤外光源で照明された眼
底像が撮像素子３８で撮影される。なお、跳ね上げミラー３４は挿脱機構３９によって眼
底の観察時に光路に挿入され、眼底の撮影時に光路から外される。
眼底撮影光学系は、対物レンズ２５，撮影絞り３１から結像レンズ３３までの光学系を眼
底観察光学系と共用する。また眼底撮影光学系は、可視域に感度を有する撮影用の二次元
撮像素子３５を備え、可視光源１４で照明された眼底像が撮像素子３５で撮影される。な
お、撮影絞り３１は眼Ｅの瞳孔と略共役な位置に置かれる。フォーカシングレンズ３２は
モータを備える移動機構４９で光軸に沿って移動される。
【００１５】
　以上の構成により眼底の観察時には、照明光源１１を発した光束は対物レンズ２５によ
って眼Ｅの瞳孔付近で一旦収束された後、拡散して眼底を照明する。眼底からの反射光は
、対物レンズ２５、孔あきミラー２２の開口部、撮影絞り３１、フォーカシングレンズ３
２、結像レンズ３３、跳ね上げミラー３４、ダイクロイックミラー３７、リレーレンズ３
６を介して撮像素子３８に結像する。眼底の撮影時、撮影光源１４で照明された眼底から
の反射光は対物レンズ２５、孔あきミラー２２の開口部、撮影絞り３１、フォーカシング



(4) JP 6060525 B2 2017.1.18

10

20

30

40

50

レンズ３２、結像レンズ３３を経て二次元撮像素子３５に結像する。
【００１６】
　前眼部観察光学系は、赤外光を発する光源３５ａ、３５ｂ、対物レンズ２５、前眼部観
察補助レンズ２６（以下、補助レンズと記す）を有し、穴あきミラー２２から撮像素子３
８までの光学系を眼底観察光学系と共用する。赤外光源３５ａ，３５ｂは撮影光軸Ｌ１を
挟んで対称的配置された一対の矩形状のＬＥＤ光源であり、眼Ｅの角膜に向けて所定の投
影角度で発散光束による有限遠の指標（患者眼に対して垂直方向に延びる矩形状の指標）
を投影する。つまり光源３５ａ，３５ｂによって前眼部全体が照明されると共に、眼Ｅと
撮影部３の三次元方向のアライメント状態が示される。
【００１７】
　なお、補助レンズ２６は駆動手段２６ａの駆動で光路に挿脱される。補助レンズ２０が
光軸Ｌ１に置かれたとき前眼部と撮像素子３８が略共役関係になる。つまり前眼部の観察
時には、補助レンズ２６が光軸Ｌ１上に置かれて撮像素子３８で撮像された前眼部がモニ
タ８に表示される。一方、眼底観察時には、補助レンズ２６が駆動手段２６ａの駆動で光
路から退避され、撮像素子３８と眼底が略共役関係となり、撮影された眼底像がモニタ８
に表示される。
また、本実施形態では穴あきミラーの開口付近（眼底の略共役位置）に点光源２７が設け
られており、眼底観察時に点光源２７が点灯されることで、眼底に形成されたワーキング
ドットＷによる作動距離方向のアライメントが行われるようになっている。
【００１８】
　＜フォーカス指標投影光学系＞　フォーカス指標投影光学系４０は、赤外光源４１、ス
リット指標板４２、スリット指標板４２に取り付けられた２つの偏角プリズム４３、照明
光学系１０の光路に斜設されたレバー４５、レバー４５に取り付けられ眼底の共役位置に
置かれるスポットミラー４４、ロータリーソレノイド４６、投影レンズ４７とを備える。
レバー４５は光軸上に置かれ、スポットミラー４４は光軸上を避けた位置に置かれるよう
にレバー４５の先端に取り付けられる。これにより眼底の観察時に、スポットミラー４４
からの反射光が眼底上の光軸Ｌ１上を避けた位置に投影される。
【００１９】
　スリット指標板４２の光束は、偏角プリズム４３で分離された後、投影レンズ４７を介
してスポットミラー４４で反射され、リレーレンズ２１、孔あきミラー２２、対物レンズ
２５を経て眼底に投影される。眼底のフォーカスが合っていないとき、スリット指標板４
２の指標像（フォーカス指標Ｓ１，Ｓ２）は眼底と共役関係になっていないため眼底に分
離して投影される。この場合、フォーカス視標Ｓ１，Ｓ２の分離状態の検出結果に基づき
、駆動機構４９の駆動によってフォーカシングレンズ３２及びフォーカス視標投影光学系
４０が連動して光軸方向に移動される。一方、眼底のフォーカスが合った状態では、フォ
ーカス指標Ｓ１，Ｓ２は眼底と共役位置にあり合致する。なお、フォーカスが合った状態
で眼底撮影が行われるときには、ロータリーソレノイド４６の軸の回転によってレバー４
５が光路から退避される。
【００２０】
　＜視標呈示光学系＞　視標呈示光学系７０は、患者眼に固視標及び検査視標を呈示する
視標呈示部１００を持ち、観察・撮影光学系３０の対物レンズ２５から跳ね上げミラー３
４までを共用する。視標呈示部１００には、例えば特開２００３‐１７２９７４号公報に
記載の周知の構成が適用される。
図３に視標呈示部１００の例を示す。視標呈示部１００は、光源１０１、分光手段として
の波長選択ミラー１０２，１０３、反射ミラー１０４～１０６、液晶パネル１１０～１１
２、クロスダイクロプリズム１２０、光路分岐用のビームスプリッター１３０を持つ。光
源１０１には白色のＬＥＤ光源が使用される。これ以外にも光源１０１には、ハロゲンラ
ンプ等の周知の熱輻射光源や、レーザ光源などを使用できる。
【００２１】
　波長選択ミラー１０２は、赤色の波長帯域の光束を反射して、その他の波長帯域の光束
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を透過させる特性を持つ。波長ミラー１０３は、緑色の波長帯域の光束を反射して、その
他の波長帯域の光束を透過させる特性を持つ。反射ミラー１０４は残りの（青色の）波長
帯域の光束を反射させる。液晶パネル１１０はミラー１０２で反射された赤色の光束で照
明される。液晶パネル１１１はミラー１０３で反射された緑色の光束で照明される。液晶
パネル１１２はミラー１０４で反射された青色の光束で照明される。これにより各液晶パ
ネル１１０～１１２によってＲＧＢ毎の画像が形成される。つまり液晶パネル１１０の画
素の駆動で赤色の映像が形成され、液晶パネル１１１の画素の駆動で緑色の映像が形成さ
れ、液晶パネル１１２の画素の駆動で青色の映像が形成される。
クロスダイクロプリズム１２０は、各液晶パネル１１０～１１２を透過した光束を同軸に
する。これにより各液晶パネル１１０～１１２に形成されたＲＧＢ毎の画像が合成されて
一つの画像が形成される。
【００２２】
　つまり各液晶パネル１１０～１１２の画素の駆動で異なる径の検査視標を形成でき、眼
底には検査部位に応じた大きさ（サイズ）の検査視標が投影される。また各液晶パネル１
１０～１１２の画素透過率等の調整で、眼底に任意の色の（波長帯域を持つ）検査視標を
投影できる。これにより眼底には検査をする視細胞の種類（錐体、杆体）に応じた波長帯
域の検査視標を投影できるようになる。
【００２３】
　＜制御系＞　制御部８０は、上述の光学系及び制御系に接続されて各種動作制御を行う
。また制御部８０には記憶部であるメモリ８３が接続され、各種プログラム等の情報が予
め記憶されている。またメモリ８３には予め取得された人眼の視機能に関する細胞密度の
変化情報と検査視標の投影径（サイズ）の情報とが、検査視標の呈示位置に対応付けて記
憶されている。例えば、固視標に対する検査視標のラジアル方向の距離に応じて検査視標
の径が決定されるように検査視標の投影径に関する情報が記憶されている。
【００２４】
　これにより制御部８０は、視標呈示部１００から取得される固視標の座標（液晶パネル
１１０～１１２の座標）と検査視標の座標（液晶パネル１１０～１１２の座標）から、固
視標に対する検査視標のラジアル方向の距離を求める。そしてメモリ８３に記憶された検
査視標の投影径に関する情報に基づき、固視標と検査視標の接近状態に応じて検査視標の
投影径を設定する。具体的には固視標と検査視標の距離が拡大するに従い、眼底に投影さ
れる検査視標の径を大きく設定する。
なお視機能に関する細胞には神経節細胞、視細胞等がある。以下では視細胞数（密度）に
基づく視機能検査を行う例を説明する。
【００２５】
　図４に視細胞密度分布（変化情報）の例を示す。なお図４は文献（A Photo Accurate M
odel of the Human Eye OCT.2.2005　Micheal F.Deering）でモデル化されている式（１
）に基づき算出した。
【００２６】
【数１】

　式（１）において、Ｒ［cones/mm2］は単位平方mmに含まれる視細胞（錐体細胞）密度
であり、θは黄斑部（原点）からの離心率［rad］である。図４ではθ＝０．１［rad］で
規格化したグラフを示している。なお図中において縦軸が視細胞密度Ｒ[comes/mm2]、横
軸が離心率θ［rad］である。つまり図４から眼底中心部（黄斑部）からのラジアル方向
の距離（離心率θ）が大きくなる（周辺部に到る）に伴い、視細胞（錐体細胞）密度が低
下することが分かる。



(6) JP 6060525 B2 2017.1.18

10

20

30

40

50

【００２７】
　制御部８０は視細胞密度の変化情報に基づき眼底の検査部位に応じて検査視標のサイズ
を変える。例えば図４に示される視細胞密度の変化情報の減少率の逆数（変化率）を求め
、減少率の逆数に比例させて検査視標の径を大きく設定する。このようにすると、眼底中
心部と周辺部の視細胞密度の違いによる影響が取り除かれて、局所的な閾値変化の検出が
好適に行われるようになる。特に、視細胞が密集する眼底中心部において神経節細胞の劣
化に起因する視機能の低下が好適に検出されるようになる。
【００２８】
　つまり従来技術では、図４に示されるような人眼の視細胞密度が網膜中心部で密であり
周辺部で疎になるという特性に関わらず、眼底に同じサイズの検査視標を投影していた為
、眼底の検査部位に応じて検査視標に対する視細胞の数が変わっていた。つまり周辺部ほ
ど視細胞密度が減少して各視細胞の受容野同士の重なり合いが疎になり、同一サイズの検
査視標が視細胞受容野を刺激できる確率が低下していた。一方、中心部ほど視細胞密度が
高くなるため神経節細胞の劣化による視機能低下が発生していても検出し難い場合があっ
た。
【００２９】
　そこで本発明では視野検査用の視標サイズを視細胞分布密度の変化率に対応させて正規
化させ、平坦化された条件にて、検査領域の網膜感度特性を測定して視機能特性を評価す
る。このようにすると眼底の局所部位の微細な感度変化の検出が容易になる。また本発明
では、各検査位置での検査結果が定量化されているため、相対的に視機能の低下が見られ
る部位を一度の検査で抽出できるようになる。
【００３０】
　次に以上のような構成を備える眼底撮影装置の動作を説明する。
装置を起動させて患者の顔を装置１に近づけ、撮影眼（患者眼Ｅ）を撮影窓９に合わせて
装置内部を覗き込ませてから、前眼部像を用いた位置合わせ（アライメント）を開始する
。制御部８０によって駆動手段２６ａの駆動で光軸Ｌ１に前眼部観察補助レンズ２６が置
かれ、光源３５ａ、３５ｂが点灯されると患者眼Ｅの前眼部が照明され、角膜上にアライ
メント視標が投影される。また制御部８０は、視標呈示部１００で患者眼Ｅに固視標を呈
示させる。具体的には制御部８０は光源１０１を点灯させた状態で、各液晶パネル１１０
～１１２の画素を駆動させ、各液晶パネル１１０～１１２を透過した光束によって、光軸
Ｌ２に対応する位置に固視標を形成する。
【００３１】
　眼Ｅが固視標で誘導されるとモニタ８に前眼部像が表れる。図５にモニタ８に表示され
る前眼部像の例を示す。図５では撮像素子３８で撮像された前眼部像Ｆ１に矩形状のアラ
イメント視標Ｍ１、Ｍ２が現れている。制御部８０は、アライメント視標Ｍ１、Ｍ２の受
光結果に基づき撮影部３と患者眼Ｅを位置合わせ（アライメント）する。
【００３２】
　制御部８０は、撮像素子３８で撮像されたアライメント指標像Ｍ１、Ｍ２から求められ
る中間位置と、撮像素子３８で検出された前眼部像から求められる瞳孔中心を一致させる
ように、駆動部６で撮影部３全体を上下左右（ＸＹ）方向に移動させる。またアライメン
ト視標Ｍ１、Ｍ２が所定間隔となるように、駆動部６で撮影部３を眼Ｅに対して前後（Ｚ
）方向に移動させる。なお本実施形態のアライメント動作の詳細な説明は国際公開２００
８／０６２５２７号公報を参照されたい。
【００３３】
　三次元方向のアライメントが許容範囲に入ると、眼底のフォーカス合わせが開始される
。制御部８０は光源３５ａ，３５ｂを消灯させ、駆動手段２２ａの駆動で前眼部観察補助
レンズ２２を光路上から退避させて、光源１１を点灯させる。
図６はモニタ８に表示される眼底像の例であり、図６（ａ）に眼底のフォーカスが合って
いない状態、図６（ｂ）に眼底のフォーカスが合っている状態が示されている。制御部８
０は、撮像素子３８の撮像範囲の輝度分布に基づき、フォーカス指標Ｓ１，Ｓ２の位置を
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特定し、検出されたフォーカス指標Ｓ１，Ｓ２間の距離（分離状態）を求め、検出結果に
基づくフォーカス合わせを行う。
【００３４】
　図６（ａ）に示されるようにフォーカスが合っていないとき、制御部８０はフォーカス
視標Ｓ１，Ｓ２が合致するように、フォーカシングレンズ３２を光軸Ｌ１上で移動させる
。そして制御部８０によってフォーカスが適切であると判断されるとフォーカス調節が完
了する。
モニタ８に眼底像Ｆ２が鮮明に映る状態となると、制御部８０によって視野計測中に生じ
る眼Ｅの移動及び回旋により生じる眼Ｅと撮影部３（光軸Ｌ１）の位置ずれを補正するオ
ートアライメント、呈示視標の位置ずれを補正するトラッキングが行われる。なおオート
アライメント及びトラッキングについての詳細な説明は特開２０１１‐２５５０４５号公
報を参照されたい。
【００３５】
　次に、制御部８０は、メモリ８３に予め記憶されている視野計測プログラムに従い、眼
Ｅに視野検査視標を呈示させる。例えば視野検査視標の呈示位置は検者の手動で設定され
る他、メモリ８３に予め記憶されたプログラム（順番）に従い制御部８０が自動的に切換
える。
例えば検査視標の呈示位置が手動で設定される場合、制御部８０はコントロール部７ａか
らの入力信号に基づき、選択された検査視標の呈示位置（座標）を求める。そしてメモリ
８３に記憶されている視細胞密度の変化情報又は所定の演算を行うことで、選択された呈
示位置（座標）に対する所定の投影径（サイズ）の検査視標を形成するよう視標呈示部１
００を駆動制御する。
【００３６】
　制御部８０は上述の固視標の呈示方法と同じく、検査視標の呈示位置に対応させて各液
晶パネル１１０～１１２の画素の駆動を制御し、その透過光によって視細胞密度に対応し
た所期のサイズの検査視標を呈示させる。また光源１０１の出力又は液晶パネル１１０～
１１２の画素の制御で視野検査視標の輝度（言いかえれば、背景輝度に対するコントラス
ト）を所定のステップで変更させる（例えば１ｄＢステップ）。
【００３７】
　ここでは図７の眼底に投影される検査視標の模式図に示されるように、視野検査視標の
投影径Ｄは、例えば眼底中心部（黄斑部）ＭではＤ＝ｄ１であり、周辺部へとラジアル方
向に遠ざかるにつれて、黄斑部Ｍから距離ｗ２にある位置ｐ２では直径Ｄ＝ｄ２、黄斑部
Ｍから距離ｗ３にある位置ｐ３では直径Ｄ＝ｄ３のように段階的に大きく設定されるよう
にメモリ８３に記憶されているとする。なお距離ｗ２＜ｗ３、直径ｄ１＜ｄ２＜ｄ３とす
る。
なお検者に検査視標の大きさを分かり易く示すために、モニタ８に検査視標のグラフィッ
クを表示しても良い。
 
【００３８】
　以上のような視標呈示部１００の駆動制御で、視野検査視標の呈示位置がランダムに切
り変えられると共に、視野検査視標の輝度が変更される。このとき、患者は固視標による
固視を維持しながら、視野検査視標を認識したら応答ボタン７ｂを押す。制御部８０は、
入力信号に基づきそのときの視野検査視標の輝度を、その計測点における患者の認識可能
な感度の応答情報としてメモリ８３に記憶させる。一方、視野検査視標に対する応答ボタ
ン７ｂの入力が無い場合には、そのときの視野検査視標の輝度を、計測点における患者が
認識できない感度の応答情報としてメモリ８３に記憶させる。
【００３９】
　なお本実施形態では眼底の検査部位に応じて検査視標の投影径Ｄが変更されるため、視
細胞密度の変化に対する依存性が取り除かれ、より正規化に近い状態（平坦化された状態
）で視野検査結果が得られる。その為、検者は、眼底全体の検査結果と局所領域の検査結
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果を比較することで、眼底の局所的な感度変化を求めることが容易となる。
【００４０】
　すべての計測点での視野検査が終了すると、制御部８０は眼底視野の感度閾値の分布状
態をモニタ８に表示させる。図８に視野感度分布の検査結果の例を示す。検者はモニタ８
に表示された視野感度の分布状態から網膜全体の検査結果を確認する。この時、本実施形
態では眼底の検査部位に関わらず同じ判断基準で視機能が評価される。つまり従来技術で
は視野感度の閾値が同じであったとしても、検査結果には視細胞数による差が含まれてい
た為、各部位の真の感度ではなかった。一方、本発明では視細胞密度の変化による影響を
取り除くことで、検者がモニタ８に表示された視野感度の測定結果（数値）によって、局
所的な感度変化の差を捉えることができるようにしている。
【００４１】
　なお上記では検者の手動で検査視標の呈示位置が選択される例を示した。一方、自動的
に検査視標が切換え呈示される場合にも、制御部８０は呈示視標の黄斑部からの距離（座
標）に応じてメモリ８３に記憶された検査視標の情報を呼び出すことによって、検査視標
の呈示位置に応じて所期の大きさの検査視標を呈示できるようになる。
【００４２】
　なお視細胞密度の変化情報は患者毎に入力されても良い。この場合、眼底検査装置に視
機能密度分布を入力するための入力手段を設ける。例えば入力手段にはUSBやLAN等の周知
の媒体が用いられる。一方、患者毎に取得される視細胞密度の情報は、例えば患者眼の収
差を取り除くための波面補償部を持ち眼底を細胞レベルの高倍率で撮影できる眼底撮影装
置で撮影された眼底撮影画像を用いて求められる。
【００４３】
　以上の構成により、制御部８０は入力手段から入力された患者毎の視細胞密度の変化情
報（又は眼底の視細胞の減少率の逆数変化率を近似したもの）をメモリ８３が記憶する。
そして視野検査を行う際に、患者毎に入力された視細胞密度の変化情報に基づき、患者眼
の眼底中心部と周辺部に投影する刺激視標のサイズを設定する。このようにすると患者毎
により正確な検査結果を得ることができるようになる。
【００４４】
　また視細胞の種類毎に視細胞密度の変化情報が保持されても良い。例えば錐体細胞と杆
体細胞の夫々の視細胞密度の変化情報をメモリ８３に記憶させる。そして錐体細胞の感度
（網膜感度）を検査する際には、背景輝度が明順応環境となるように視標呈示部１００の
輝度を設定すると共に、検査視標のサイズを錐体細胞分布密度の変化率の逆数モデル曲線
に従って変化させる。杆体細胞の網膜感度を検査する際には、背景輝度を暗順応環境とな
るように視標呈示部１００の輝度を設定し、検査視標のサイズを杆体細胞密度分布の変化
率の逆数モデル曲線に従って変化させる。このようにすると視細胞の種類に応じた視機能
検査精度の向上が期待される。
【００４５】
　なお視細胞密度の変化情報に基づく検査視標の投影径の変更は少なくとも２段階で変更
されれば良い。例えば図９に示されるように、黄斑部Ｍからの距離が、距離の閾値ｗｐよ
りも近い範囲Ｄ１では直径ｄ１の検査視標を投影し、黄斑部Ｍからの距離が、距離の閾値
ｗｐよりも遠い範囲Ｄ２では直径ｄ２の検査視標が呈示されるようにしても良い（直径ｄ
１＜ｄ２）。
【００４６】
　また上記では視細胞密度の変化情報に基づき検査視標の直径を変更して、視細胞に対す
る検査視標の投影条件が一定となるようにしている。これ以外にも、検査視標の直径を変
えずに、検査視標の密度を変えて、眼底の中央部と周辺部とで検査視標を投影条件が一定
となるようにしても良い。例えば、本実施形態では各液晶パネル１１０～１１２の画素の
ＯＮとＯＦＦとを切換えることで検査視標の密度を変更できる。例えば、図１０の模式図
に示されるように、黄斑部Ｍの付近では直径ｄ１の検査視標を形成する画素を所定のステ
ップでＯＦＦとすることで、検査視標で刺激される視細胞の数を制限する。一方、黄斑部
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、検査視標で刺激される視細胞の数を増加させるようにする。これにより眼底の中央部と
周辺部とで視細胞に対する刺激条件を一定にできる。
【００４７】
　更には上記では視機能に関する細胞として視細胞の閾値を求める例を説明したが、神経
節細胞の閾値を検査する場合にも上記と同様に黄斑部からのラジアル方向の距離に応じて
眼底に投影する検査視標の投影径を変えることで、細胞数の違いによる影響を抑えた状態
で、視機能特性を評価出来るようになる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】眼底検査装置の外観構成図である。
【図２】眼底検査装置の光学系及び制御系の説明図である。
【図３】視標呈示部の例である。
【図４】視細胞密度分布（変化情報）の例である。
【図５】モニタに表示される前眼部像の例を示す。
【図６】モニタに表示される眼底像の例である。
【図７】眼底に投影される検査視標の模式図である。
【図８】視野感度分布の検査結果の例である。
【図９】検査視標の投影パターンの変用例である。
【図１０】検査視標の投影パターンの変用例である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　眼底検査装置
　８　モニタ
　１０　照明光学系
　３０　観察・撮影光学系
　４０　フォーカス指標投影光学系
　７０　視標呈示光学系
　８０　制御部
　８３　メモリ
　１００　視標呈示部
　１１０、１１１、１１２　液晶パネル



(10) JP 6060525 B2 2017.1.18

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(11) JP 6060525 B2 2017.1.18

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(12) JP 6060525 B2 2017.1.18

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　３／００－３／１８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

